
○
総
務
省
令
第
七
十
七
号

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
九
条
第
六
項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
五
条
の
十
一
第

三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
二
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
監
事
の
調
査
の
対
象
と
な
る
書
類
）

第
二
条
の
二

セ
ン
タ
ー
に
係
る
通
則
法
第
十
九
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

［
新
設
］

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
セ
ン
タ
ー
法
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
と
す
る
。

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
三
条

セ
ン
タ
ー
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事

第
三
条

［
同
上
］

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

セ
ン
タ
ー
法
第
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
国
勢
調
査
等
の
製
表
に
関
す
る
事
項

一

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
セ
ン
タ
ー
法
」
と
い

う
。
）
第
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
国
勢
調
査
等
の
製
表
に
関
す
る
事
項

［
二
～
九

略
］

［
二
～
九

同
上
］

（
業
務
実
績
等
報
告
書
）

（
業
務
実
績
等
報
告
書
）

第
七
条

セ
ン
タ
ー
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
一
第
三
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

第
七
条

セ
ン
タ
ー
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
一
第
三
項
の
報
告
書
に
は
、
事
業
計
画
に
定
め
た
項
目
ご

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
セ
ン
タ
ー
は
、
当
該
報
告
書
が
同
条
第
一
項
の
評
価
の
根
拠
と
な
る
情
報
を

と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
供
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
及
び
事
業
の
性
質
、
内

容
等
に
応
じ
て
区
分
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
。
な
お
、
当
該
業
務
の
実
績
が
通
則
法
第
三
十
五
条
の
九
第
二
項

一

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
業
務
の
実
績
は
、
当
該
項
目
が
通

第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

則
法
第
三
十
五
条
の
九
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
次
の
イ
か
ら
ニ
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も

で
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

当
該
業
務
の
実
績
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
標
及
び
最
近
五
年
間
の
当
該
指
標
の
数
値

ハ

当
該
項
目
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
標
及
び
最
近
五
年
間
の
当
該
指
標
の
数
値

ニ

最
近
五
年
間
の
当
該
業
務
の
実
績
に
係
る
財
務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

ニ

最
近
五
年
間
の
当
該
項
目
に
係
る
財
務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

二

当
該
業
務
の
実
績
が
通
則
法
第
三
十
五
条
の
九
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

二

当
該
項
目
が
通
則
法
第
三
十
五
条
の
九
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前

は
、
前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
セ
ン
タ
ー
が
評
価
を
行
っ
た
結
果
。
な
お
、
当
該
評
価
を
行
っ

号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
セ
ン
タ
ー
が
評
価
を
行
っ
た
結
果
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
評
価

た
結
果
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
っ
た
結
果
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

年
度
目
標
に
定
め
た
項
目
ご
と
の
評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項
の
実
施
状
況
等
報
告
書
）

（
業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項
の
実
施
状
況
等
報
告
書
）

第
八
条

セ
ン
タ
ー
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
一
第
四
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

第
八
条

セ
ン
タ
ー
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
一
第
四
項
の
報
告
書
に
は
、
第
六
条
に
定
め
る
期
間
に
係

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
セ
ン
タ
ー
は
、
当
該
報
告
書
が
同
条
第
二
項
の
評
価
の
根
拠
と
な
る
情
報
を

る
事
業
計
画
に
お
い
て
、
業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
と
し
て
定
め

提
供
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
及
び
事
業
の
性
質
、
内

た
項
目
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

容
等
に
応
じ
て
区
分
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
六
条
に
定
め
る
期
間
に
お
け
る
年
度
目
標
に
定
め
る
業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項
の
実
施
状

一

当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
項
目
の
実
施
状
況
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
実
施
状
況
は
、
次
の
イ
か
ら

況
。
な
お
、
当
該
実
施
状
況
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



な
ら
な
い
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

当
該
事
項
に
係
る
指
標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数
値

ハ

当
該
項
目
に
係
る
指
標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数
値

二

前
号
に
掲
げ
る
当
該
事
項
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
セ
ン
タ
ー
が
評
価
を
行
っ
た
結
果
。
な
お
、
当
該
評
価

二

前
号
に
掲
げ
る
当
該
項
目
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
セ
ン
タ
ー
が
評
価
を
行
っ
た
結
果
。
こ
の
場
合
に
お
い

を
行
っ
た
結
果
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
当
該
評
価
を
行
っ
た
結
果
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

イ

当
該
期
間
に
お
け
る
年
度
目
標
に
定
め
た
項
目
ご
と
の
評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


